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別
紙
２

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
五
月
二
十
二
日
総
務
省

令
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に

（
同
上
）

関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報

で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

侵
害
情
報
に
係
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
個
々
の
電

四

侵
害
情
報
に
係
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
個
々
の
電
気

気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第

通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号

二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
識
別
す
る
た
め
に
割

に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
識
別
す
る
た
め
に
割
り
当
て

り
当
て
ら
れ
る
番
号
を
い
う
。
）
及
び
当
該
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
組
み
合
わ
さ
れ
た

ら
れ
る
番
号
を
い
う
。
）

ポ
ー
ト
番
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
に
お
い
て
通
信
に

使
用
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
識
別
す
る
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
る
番
号
を
い
う
。
）

五
～
七
（
略
）

五
～
七

（
同
上
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


